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令和５年度 第１回石巻市ＤＸ推進本部会議要旨 

 

日時：令和５年５月２３日（火）    

午前９時３５分～午前９時５５分 

会場：庁議室             

 

 

[審議事項] 

１ 「石巻市ＤＸ推進員」の設置について 

 本市のＤＸの取組については、令和３年度に石巻市ＤＸ推進方針（以下「推進方針」）

の策定と石巻市ＤＸ推進本部の設置、令和４年度にはＤＸ推進本部のワーキングル

ープによる「ＤＸ推進に関する調査及び研究報告書」の作成と報告書に基づく本市独

自の取組の決定、ぴったりサービスによる行政手続のオンライン化等を実施してき

たところであるが、推進方針の取組期間が令和７年度までとなる中で、組織全体とし

てＤＸを加速させるために実務レベルでＤＸに取り組んで行く必要がある。 

実務レベルの細かな事務からＤＸに取り組むための先導役として「ＤＸ推進員」を

設置するもの。 

 

（１）主な内容 

  ア ＤＸ推進員の役割  

 ＤＸ推進員は、実務レベルでのＤＸの推進を先導する役割を担うものとし、

自らの所属において、次に掲げる事項を所掌する。 

（ア）業務の効率化を阻害する要因を洗い出し、書面規制、押印、対面規制の見

直し指針（令和５年３月改定）も含めたＢＰＲの実践に関すること。 

（イ）業務効率化のためのデジタル技術活用の実践に関すること。 

（ウ）ＥＢＰＭの実践に関すること。 

（エ）保有するデータのオープンデータ化と外部への公表の実践に関すること。 

（オ）その他ＤＸの推進に関し必要な事項に関すること。 

イ 配置及び指名  

ＤＸ推進員は、要綱を制定の上、推進方針に定めた本市のＤＸ推進体制を構

成する各部門のうち、庁内の実務において統括的な業務を行う管理担当部門

に該当する秘書広報課、総務課、行政経営課、人事課、管財課及び政策企画課

の計６課に配置し、該当する課の係長をもって充てる。  

ウ その他 

今後、令和５年度・６年度の取組状況及び波及効果（職員のＤＸの取組みに

対する意識向上や日常業務での実践状況等）の調査を適時行い、当該調査結果
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を踏まえた上で、推進員設置対象課の範囲拡大等について検討する。  

 

（２）今後の予定 

  令和５年５月 石巻市ＤＸ推進員設置要綱の制定  

（施行予定日：令和５年５月２６日）  

         キックオフ会議の開催  

 

[その他]   特になし 

 

 

 

以上 


